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平成２５年７月１６日  

 

 情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会 

  部会長  東 海  幹 夫 殿 

 

                                       接 続 委 員 会 

                                           主 査    東 海  幹 夫 

 

 

報 告 書（案） 

 

 

平成２５年５月７日付け諮問第３０５７号をもって諮問された事案について、調査の結果、下

記のとおり報告します。  

 

記 

  

１ 本件、接続料規則の一部改正については、諮問のとおり改正することが適当と認められる。 

 

２ 提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりである。 
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「接続料規則の一部を改正する省令案」に対する意見及びその考え方（案） 

 

意   見 再 意 見 考 え 方 （案） 

意見 今後、他の機能において廃止される機能の調

整額相当を別の機能に算入する場合には、認可申

請前に競争事業者への影響を十分検証し、その結

果を踏まえその都度慎重に判断することとし、この

ような特例措置が常態化することのないようにすべ

き。 

再意見 考え方 

○ 今回、平成 26 年度における NGN の中継局接続

機能に係る接続料原価に、改正前の地域 IP 網の

中継局接続機能に係る調整額を加えて算定するこ

とができるよう省令案に規定されていますが、本措

置については、あくまで「地域 IP 網に係る機能と同

様の接続が NGN においても引き続き利用できる」

かつ「二つの機能を利用する接続事業者に実質的

に変わりがない」という特殊な状況下においてのみ

採られる例外的な措置と認識しています。 

本来、接続料については、当該機能に係るコスト

のみを原価に算入し機能ごとに算定するものであ

り、当該機能の調整額相当を別の機能の原価に算

入することは認められるものではないことから、機

能の廃止を理由にこのような措置が採られることが

常態化しないようにすべきと考えます。 

（ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンク

モバイル） 

 

○ 今回の省令改正案は、平成２５年度接続料の認

可申請の際に、ＮＴＴ東・西より、接続料規則第３条

ただし書に基づき、地域ＩＰ網の中継局接続機能に

係る平成２５年度の調整額相当額をＮＧＮの中継局

接続機能に係る接続料原価に加えて接続料を算定

する旨の申請が行われ、認可されたことを踏まえ、

○ 現行の接続料算定の方法では、過年度のコスト

の未回収及び過回収が構造的に発生します。今

回、地域ＩＰ網の収容局接続機能の一部及び中継

局接続機能が廃止されることに伴い、その調整額

を移行先であるＮＧＮの収容局接続機能及び中

継局接続機能の原価に加えて接続料の算定を行

うことは、適正なコストの反映を図る観点から必要

な措置であり、こうした考えに則った今回の接続

料規則の改正は適切なものと考えます。 

 今後も、同様の事象が発生した場合には、同様の

整理を図ることが適当と考えます。 

 (NTT 東西) 

○ 地域ＩＰ網の中継局接続機能は、ＮＧＮの中継

局接続機能に移行され、地域ＩＰ網の当該機能が

廃止されたことに伴い、本来、地域ＩＰ網の当該機

能の接続料原価に算入される調整額は、算入す

る対象が無くなることとなる。 

今回の地域ＩＰ網の中継局接続機能の廃止で

は、利用者及び接続事業者が地域ＩＰ網からＮＧ

Ｎにそのまま移行することとなるものである。ま

た、地域ＩＰ網の中継局接続機能はＮＴＴ東西が相

互に利用しているところ、これはＮＧＮにおいても

同様の状況となっており、二つの網において接続

事業者の異同がない。このため、ＮＧＮの中継局

接続機能に係る接続料原価に、改正前の地域ＩＰ

網の中継局接続機能に係る調整額を加えて算定

することは、ＮＧＮの接続料を通じて地域ＩＰ網の

調整額の公正妥当な負担を実現することができ

るものであり、適正なものと認めることができるも

のと考えられる。 

平成２５年３月２９日付け当審議会答申（「東日

本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式

会社の第一種指定電気通信設備に関する接続

約款の変更（平成２５年度の次世代ネットワーク

に係る接続料の改定）」）に示したとおり、接続料

は接続料規則に基づき機能ごとに算定されるも

別添 

３ 
 



 

地域ＩＰ網に係る中継局接続機能の廃止、及び平成

２６年度においてそれに係る調整額相当をＮＧＮに

係る中継局接続機能の接続料原価に加算できるよ

う規定するものと理解しております。 

上述のような、他の機能において廃止される機能

の調整額相当を別の機能に算入する等、当該機能

に係るコスト以外のコストが接続料原価に算入され

る申請があった場合は、「東日本電信電話株式会

社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電

気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意

見及びその考え方（平成２５年度の次世代ネットワ

ークに係る接続料の改定）」（平成２５年３月２９日答

申）において、 

「接続料は接続料規則に基づき機能ごとに算定さ

れるものであり、当該機能に係るコストのみが接続

料原価に算入されるものであることから、原則とし

て、廃止される機能の調整額相当を別の機能の原

価に算入することは認められるものではない。 

今後、接続料規則第３条ただし書に基づき、同様

の措置を行うことについての許可申請が行われる

場合には、今回の場合と同様、当該機能間の関連

性や利用状況等を踏まえ、個別に適否を判断する

こととなる。」 

と示されているとおり、認可にあたっては競争事業

者への影響を十分検証し、その都度慎重に判断す

べきと考えます。 

（KDDI） 

 

○ ■地域ＩＰ網の中継局接続機能のアンバンドル機

能からの削除について 

（接続料規則（平成 12 年郵政省令第 64 号）第 4

条の表 6 の 2 の項関連） 

 

平成 25 年 3 月 29 日付けの「東日本電信電話株

のであり、当該機能に係るコストのみが接続料原

価に算入されるものであることから、原則として、

廃止される機能の調整額相当を別の機能の原価

に算入することは認められるものではない。 

今後、接続料規則第３条ただし書に基づき、同

様の措置を行うことについての許可申請が行わ

れる場合には、上記答申の際と同様、当該機能

間の関連性や利用状況等を踏まえ、個別に適否

を判断することとなる。 

４ 
 



 

式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指

定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可

（平成 25 年度の次世代ネットワークに係る接続料

の改定）」の答申※にもありますように、アンバンド

ル機能からの削除等の場合には、本事例と同様な

整理となることを基本とせず、市場動向、競争環

境、接続料水準等の状況を踏まえた検証を行い、

慎重な判断のもと、適切な適否の判断をしていただ

きたいと考えます。 

 

＜※答申 考え方１の抜粋＞ 

接続料は接続料規則に基づき機能ごとに算定さ

れるものであり、当該機能に係るコストのみが接続

料原価に算入されるものであることから、原則とし

て、廃止される機能の調整額相当を別の機能の原

価に算入することは認められるものではない。 

今後、接続料規則第３条ただし書に基づき、同様

の措置を行うことについての許可申請が行われる

場合には、今回の場合と同様、当該機能間の関連

性や利用状況等を踏まえ、個別に適否を判断する

こととなる。 

（イー・アクセス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 
 



 

 

 

６ 
 



接続料規則の一部改正について 

 

Ⅰ 主な改正の概要 

（１）地域ＩＰ網の中継局接続機能のアンバンドル機能からの削除（接続料規則（平成 12

年郵政省令第 64号）第 4条の表 6の 2の項関連） 

東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。）及び西日本電信電話株式

会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。）（以下「ＮＴＴ東日本」及び「ＮＴＴ西日本」を

「ＮＴＴ東西」という。）においては、順次地域ＩＰ網からＮＧＮ(Next Generation 

Network)への移行を開始しており（※）、当該移行により、地域ＩＰ網の中継局接続機能

は、ＮＧＮの中継局接続機能に移行された。 

これに伴い、地域ＩＰ網の中継局接続機能は、アンバンドル機能として不要となった

ため、関係規定を削除するものである。 

また、平成 26年度のＮＧＮの中継局接続機能に係る接続料について、第一種指定電

気通信設備を設置する電気通信事業者がＮＧＮの中継局接続機能の接続料に係る接続

約款の変更認可申請を行った日又は平成25年12月末のいずれか遅い日において当該機

能を新たに利用する電気通信事業者が存在せず、他の電気通信事業者が当該機能を利用

する旨の接続の請求を行っていない場合には、平成 26年度におけるＮＧＮの中継局接

続機能に係る接続料原価に、改正前の地域ＩＰ網の中継局接続機能に係る調整額を加え

て算定することができるよう改正省令の附則において規定するものである。 

なお、平成 25年度接続料の認可申請の際には、ＮＴＴ東西より、接続料規則第 3条

ただし書に基づき、地域ＩＰ網に係る中継局接続機能について、接続約款から関連する

規定を削除する旨及び当該機能に係る平成 25年度の調整額相当額をＮＧＮの中継局接

続機能に係る接続料原価に加えて接続料を算定する旨の申請が行われた。これらの申請

については、地域ＩＰ網の接続機能のＮＧＮの接続機能への移行に伴い、地域ＩＰ網の

中継局接続機能の利用がなくなること、また、地域ＩＰ網の接続事業者はＮＧＮの接続

事業者に移行し、地域ＩＰ網とＮＧＮの中継局接続機能について実質的に利用する接続

事業者に変わりがないことから、総務省において許可を行ったところである。 

 
※ 具体的には、ＮＴＴ東西は、平成 23年度からＮＧＮに新たに収容ルータを設置し、従来地域ＩＰ網の収容ルータ

に収容していた回線について収容替えを行っており、一部サービス（ＮＴＴ東日本においてはフレッツＡＤＳＬ及

びフレッツＩＳＤＮ。ＮＴＴ西日本においてはＢフレッツ、フレッツＡＤＳＬ及びフレッツＩＳＤＮ）を除き、平

成 24年度末までに移行が完了した。なお、地域ＩＰ網からＮＧＮへの移行の対象となっていない上記一部サービス

については、引き続き地域ＩＰ網の収容ルータを使用している。 

 

（２）ＦＴＴＲ（※）に係る下部端末回線のアンバンドル機能に係る接続料設定の例外（接

続料規則第 17条の 2関連） 

※ ＮＴＴ東西の局舎からき線点付近まで（上部区間）を光ファイバ回線、き線点付近から利用者宅まで（下部区間）

をメタル回線で提供するブロードバンドサービス。 

７ 

 



特別帯域透過端末回線伝送機能（ＦＴＴＲに係る下部端末回線）については、平成

22年度中に回線数が0となって以降利用実績がなく、需要が0となっていることから、

接続料規則第 17 条の 2 第 3 項に規定された方法に基づいて需要を分母として接続料

を算定することができない状況となっている。 

特別帯域透過端末回線伝送機能は、メタル設備のみを用いて提供される機能の一部

であることから、実際の需要がなくとも、き線点付近から利用者宅まで（下部区間）

のメタル設備に係る費用を特に算出して接続料を設定することが可能である。 

また、特別帯域透過端末回線伝送機能は、過疎地等でのブロードバンドサービス提

供手段としての役割も期待し得るものであり、当該機能について、現時点で利用実績

がないことをもって今後も当該機能の利用見込みがないとまではいえない状況であ

る。 

このため、特別帯域透過端末回線伝送機能に係る回線数が 0である場合には、メタ

ル設備のみを用いる加入者回線の下部区間に係る費用をメタル設備のみを用いる加

入者回線の回線数で除すことにより、当該機能に係る接続料を設定するものとする規

定を追加する。 

なお、平成 25 年度接続料の認可申請の際には、ＮＴＴ東西より、接続料規則第 3

条ただし書に基づき、特別帯域透過端末回線伝送機能についてメタル設備のみを用い

る加入者回線の下部区間に係る費用をメタル設備のみを用いる加入者回線の回線数

で除すことにより接続料を設定する旨の申請が行われ、総務省において許可を行った

ところである。 

 

Ⅱ 施行日 

施行期日は公布の日とする。 
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９ 

○
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

（
用
語
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行

規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
、
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭

和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
及
び
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会

計
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
九
十
一
号
。
以
下
「
接
続
会
計
規
則
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
～
七 

（
略
） 

 
 

   

八 

特
別
第
一
種
指
定
ル
ー
タ 

第
一
種
指
定
端
末
系
交
換
等
設
備
又
は
第

一
種
指
定
中
継
系
交
換
等
設
備
に
該
当
す
る
ル
ー
タ
で
あ
っ
て
、
一
般
第
一

種
指
定
ル
ー
タ
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

 

九
～
一
三 

（
略
） 

 

第
三
条 

（
略
） 

 

（
機
能
） 

第
四
条 

 

法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次

（
用
語
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行

規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
、
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭

和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
及
び
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会

計
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
九
十
一
号
。
以
下
「
接
続
会
計
規
則
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 

特
別
第
一
種
指
定
中
継
ル
ー
タ 

第
一
種
指
定
中
継
系
交
換
等
設
備 

 

に
該
当
す
る
ル
ー
タ
で
あ
っ
て
、
一
般
第
一
種
指
定
中
継
ル
ー
タ
以
外 

 

の
も
の
を
い
う
。 

 

九 

特
別
第
一
種
指
定
ル
ー
タ 

特
別
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー
タ
及
び
特 

 

別
第
一
種
指
定
中
継
ル
ー
タ
を
い
う
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十
～
一
四 

（
略
） 

 
第
三
条 
（
略
） 

 

（
機
能
） 

第
四
条 

 

法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次

 

接
続
料
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１０ 

の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
の
と
お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
対
応
し
た
設
備

等
を
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
対
象
設
備
、
こ
れ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら

を
設
置
す
る
土
地
及
び
施
設
（
以
下
「
対
象
設
備
等
」
と
い
う
。）
と
す
る
。 

機
能
の
区
分 

内
容 

対
象
設
備 

一
～
六 

（
略
） 

六

の

二 

ル

ー

テ

ィ

ン

グ

伝

送

機

能 

一
般
収
容

ル
ー
タ
接

続
ル
ー
テ

ィ
ン
グ
伝

送
機
能 

（
略
） 

一
般
第
一
種

指
定
ル
ー
タ

及
び
当
該
一

般
第
一
種
指

定
ル
ー
タ
に

係
る
伝
送
路

設
備
又
は
Ｓ

Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ 

一
般
中
継

ル
ー
タ
接

続
ル
ー
テ

ィ
ン
グ
伝

送
機
能 

（
略
） 

特
別
収
容

ル
ー
タ
接

続
ル
ー
テ

ィ
ン
グ
伝

送
機
能 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電

気
通
信
設
備
を
特
別
第
一
種

指
定
収
容
ル
ー
タ
で
接
続
す

る
場
合
に
お
け
る
特
別
第
一

種
指
定
ル
ー
タ
及
び
伝
送
路

設
備
に
よ
り
通
信
の
交
換
及

び
伝
送
を
行
う
機
能 

特
別
第
一
種

指
定
ル
ー
タ

及
び
当
該
特

別
第
一
種
指

定
ル
ー
タ
に

係
る
伝
送
路

設
備
並
び
に

こ
れ
と
一
体

と
し
て
設
置

の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
の
と
お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
対
応
し
た
設
備

等
を
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
対
象
設
備
、
こ
れ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら

を
設
置
す
る
土
地
及
び
施
設
（
以
下
「
対
象
設
備
等
」
と
い
う
。）
と
す
る
。 

機
能
の
区
分 

内
容 

対
象
設
備 

一
～
六 

（
略
） 

六

の

二 

ル

ー

テ

ィ

ン

グ

伝

送

機

能 

一
般
収
容

ル
ー
タ
接

続
ル
ー
テ

ィ
ン
グ
伝

送
機
能 

（
略
） 

一
般
第
一
種

指
定
ル
ー
タ

及
び
当
該
一

般
第
一
種
指

定
ル
ー
タ
に

係
る
伝
送
路

設
備
又
は
Ｓ

Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ 

一
般
中
継

ル
ー
タ
接

続
ル
ー
テ

ィ
ン
グ
伝

送
機
能 

（
略
） 

特
別
収
容

ル
ー
タ
接

続
ル
ー
テ

ィ
ン
グ
伝

送
機
能 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電

気
通
信
設
備
を
特
別
第
一
種

指
定
収
容
ル
ー
タ
で
接
続
す

る
場
合
に
お
け
る
特
別
第
一

種
指
定
ル
ー
タ
及
び
伝
送
路

設
備
に
よ
り
通
信
の
交
換
及

び
伝
送
を
行
う
機
能 

特
別
第
一
種

指
定
ル
ー
タ

及
び
当
該
特

別
第
一
種
指

定
ル
ー
タ
に

係
る
伝
送
路

設
備
並
び
に

こ
れ
と
一
体

と
し
て
設
置

特
別
中
継

ル
ー
タ
接

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電

気
通
信
設
備
を
特
別
第
一
種

 



 
 

 
 
 
 
 

 

１１ 

さ
れ
る
通
信

路
の
設
定
の

機
能
を
有
す

る
電
気
通
信

設
備
（
交
換

設

備

を

除

く
。
） 

関
門
交
換

機
接
続
ル

ー
テ
ィ
ン

グ
伝
送
機

能 

（
略
） 

（
略
） 

六
の
三
～
十
四 

（
略
） 

備
考 

一
～
三
（
略
） 

 

第
十
七
条
の
二 

第
四
条
の
表
一
の
項
（
一
般
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
及

び
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
機
能
の
接
続
料
は
回
線

数
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
機
能
（
一
般
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
接
続
料

は
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
第
一
種
指
定
端
末
系
伝

送
路
設
備
（
ア
ナ
ロ
グ
信
号
伝
送
用
の
電
話
回
線
と
同
等
の
も
の
で
あ
っ
て
、

当
該
設
備
の
一
部
に
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
を
設
置
し
て
い
な
い
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
原
価
の
総
額
（
特
別
帯
域
透
過

続
ル
ー
テ

ィ
ン
グ
伝

送
機
能 

指
定
中
継
ル
ー
タ
で
接
続
す

る
場
合
に
お
け
る
特
別
第
一

種
指
定
ル
ー
タ
及
び
伝
送
路

設
備
に
よ
り
通
信
の
交
換
及

び
伝
送
を
行
う
機
能 

さ
れ
る
通
信

路
の
設
定
の

機
能
を
有
す

る
電
気
通
信

設
備
（
交
換

設

備

を

除

く
。
） 

関
門
交
換

機
接
続
ル

ー
テ
ィ
ン

グ
伝
送
機

能 

（
略
） 

（
略
） 

六
の
三
～
十
四 

（
略
） 

備
考 

一
～
三
（
略
） 

 

第
十
七
条
の
二 

第
四
条
の
表
一
の
項
（
一
般
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
及

び
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
機
能
の
接
続
料
は
回
線

数
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
前
項
の
機
能
（
一
般
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
接
続
料

は
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
第
一
種
指
定
端
末
系
伝

送
路
設
備
（
ア
ナ
ロ
グ
信
号
伝
送
用
の
電
話
回
線
と
同
等
の
も
の
で
あ
っ
て
、

当
該
設
備
の
一
部
に
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
を
設
置
し
て
い
な
い
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
原
価
の
総
額
（
特
別
帯
域
透
過

 



 
 

 
 
 
 
 

 

１２ 

端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送

路
設
備
に
係
る
回
線
の
総
数
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も

の
を
除
く
。）
で
除
し
て
得
た
額
を
も
っ
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
機
能
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
接
続

料
は
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
第
一
種
指
定
端
末
系

伝
送
路
設
備
に
係
る
原
価
の
総
額
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回
線
の
総

数
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
除
し
て

得
た
額
を
も
っ
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回

線
の
総
数
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が

零
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
機
能
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝

送
機
能
に
限
る
。
）
の
接
続
料
は
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算

定
し
た
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
原
価
の
総
額
（
き
線
点
近
傍

の
電
柱
等
か
ら
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
ま
で
の
間
の
設
備
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
を
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回
線
の
総
数
で
除
し

て
得
た
額
を
も
っ
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送

路
設
備
に
係
る
回
線
の
総
数
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も

の
を
除
く
。）
で
除
し
て
得
た
額
を
も
っ
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
機
能
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
接
続

料
は
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
第
一
種
指
定
端
末
系

伝
送
路
設
備
に
係
る
原
価
の
総
額
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回
線
の
総

数
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
除
し
て

得
た
額
を
も
っ
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

       

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
事
業
者
が
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
事
業

年
度
に
適
用
す
る
一
般
中
継
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
の
接
続
料
に
係
る
接
続
約
款
の
変
更
認
可
申
請
を
行
っ
た
日
又
は
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三

十
一
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
お
い
て
当
該
事
業
者
の
一
般
中
継
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
を
利
用
す
る
電
気
通
信
事
業
者
と
平
成
二
十
四
年
四
月

 



 
 

 
 
 
 
 

 

１３ 

一
日
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
事
業
者
の
特
別
中
継
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
を
利
用
し
て
い
た
電
気
通
信
事
業
者
と
が
同
一
の

者
で
あ
っ
て
、
当
該
日
ま
で
に
当
該
者
以
外
の
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
事
業
者
の
一
般
中
継
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
を
利
用
す
る
旨
の
接
続
の

請
求
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
接
続
料
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
則
に
基
づ
き
算
定

し
た
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
適
用
す
る
一
般
中
継
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
に
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
接
続
料
規
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
定
め
る
式
に
よ
り
計
算
し
た
特
別
中
継
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
調
整
額
を
加

え
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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